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経
産
省
・
省
エ
ネ
化
補
助
２
次
公
募

29
年
度
第
１
回
運
管
試
験
問
題

東
ト
協
、運
輸
安
全
委
員
会
を
開
催

第
17
期
物
流
経
営
士
課
程
・
修
了
式

東
ト
協
、都
総
合
防
災
訓
練
に
参
加

9
月
21
〜
30
日  

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

東
ト
協 

統
一
街
頭
活
動 

９
月
2 6
日

４
・
５

　

関
東
ト
ラ
ッ
ク
協
会（
会
長
・
千
原
武
美
東
京
都
ト

ラ
ッ
ク
協
会
長
）は
９
月
８
日
、
千
代
田
区
の
帝
国
ホ
テ

ル
で
、平
成
29
年
度
の
第
62
回
事
業
者
大
会
・
ブ
ロ
ッ
ク

事
故
防
止
大
会
を
開
催
し
た
。
大
会
で
は
、
首
都
直
下

地
震
な
ど
大
規
模
災
害
の
発
生
に
備
え
、
１
都
７
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
が
「
災
害
時
等
の
相
互
応
援
に
関
す
る
協

定
」
に
調
印
・
締
結
し
た
。
こ
う
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
単
位

で
の
協
定
は
全
国
で
初
め
て
。
千
原
会
長
は
「
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
と
し
て
の
公
共
的
使
命
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
、

“
都
民
・
県
民
の
命
は
我
々
が
守
る
”と
い
う
強
い
気
持

ち
を
形
に
し
た
画
期
的
な
取
り
組
み
」
と
強
調
し
た
。

　
災
害
時
の
相
互
応
援
協
定

の
調
印
式
は
、
関
東
運
輸
局

の
持
永
秀
毅
局
長
を

立
会
人
と
し
て
行
わ

れ
、
東
ト
協
の
千
原

角
田
正
一
会
長
、
埼
玉
・
鳥

居
伸
雄
会
長
、
茨
城
・
小
林

幹
愛
会
長
、
群
馬
・
武
井
宏

会
長
、
栃
木
・
吉
髙
神
健
司

会
長
、
山
梨
・
坂
本
政
彦
会

長
が
協
定
書
に
調
印
し
た
。

　

近
い
将
来
、
首
都
直
下
地

震
な
ど
大
規
模
災
害
の
発
生

が
懸
念
さ
れ
る
中
、
万
一
の

事
態
に
備
え
、
救
援
物
資
の

緊
急
輸
送
車
両
の
確
保
な
ど

で
相
互
に
応
援
・
協
力
す
る

協
定
を
締
結
し
た
も
の
だ
。

　
大
規
模
災
害
の
発
生
時
に

は
多
く
の
緊
急
輸
送
車
両
が

必
要
に
な
る
が
、
個
別
の
協

会
だ
け
で
は
被
災
地
か
ら
の

要
請
に
対
応
で
き
な
い
事
態

も
想
定
さ
れ
る
た
め
だ
。

　

そ
こ
で
、「
生
活
と
経
済

を
支
え
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」

と
い
う
、
業
界
に
課
せ
ら
れ

た
社
会
的
使
命
を
遂
行
す
る

観
点
か
ら
、
各
都
県
の
相
互

応
援
に
よ
る
広
域
防
災
体
制

を
構
築
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

大
会
後
、
千
原
会
長
を
は

じ
め
１
都
７
県
ト
協
会
長

と
、
立
会
人
と
し
て
署
名
し

た
関
運
局
の
持
永
局
長
が
記

者
会
見
。

　

千
原
会
長
は「
我
々
が
都

民
・
県
民
を
守
る
と
の
大
き

な
考
え
方
で
締
結
し
た
も

の
」と
そ
の
意
義
を
強
調
し
、

「
今
後
、
全
国
に
広
げ
て
い

く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
」

と
し
た
。
持
永
局
長
は「
相

互
に
助
け
合
う
こ
と
で
、
的

確
に
緊
急
輸
送
に
対
応
で
き

る
」と
評
価
し
た
。

　

な
お
、
協
定
調

印
に
関
し
て
、
日

本
テ
レ
ビ
と
Ｔ
Ｏ

Ｋ
Ｙ
Ｏ 

Ｍ
Ｘ
テ
レ
ビ
が
同

日
夕
方
・
夜
の
ニ
ュ
ー
ス
番

組
で
報
じ
た
。

武
美
会
長
を
は
じ
め
神
奈

川
・
吉
田
修
一
会
長
、千
葉
・

  

今
回
の
事
業
者
大
会
で

は
、
国
土
交
通
省
関
東
運
輸

局
長
立
ち
会
い
の
も
と
、
関

東
１
都
７
県
各
ト
ラ
ッ
ク
協

会
の
会
長
が「
災
害
時
等
の

相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
」

を
締
結
し
ま
す
。

　

こ
の
協
定
は
、
全
国
の

お
よ
そ
35
％
を
占
め
る
約

る
関
東
圏
に
お
い
て
、
地
震

な
ど
の
大
規
模
災
害
が
発

生
し
た
際
に
、
被
災
者
へ
救

援
物
資
を
迅
速
か
つ
確
実
に

　
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
が

担
っ
て
い
る
、
国
民
の
生
命

を
守
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し

て
の
公
共
的
使
命
を
さ
ら

に
一
歩
前
進
さ
せ
、「
都
民
・

県
民
の
命
は
必
ず
我
々
が
守

り
ま
す
」
と
い
う
、
強
い
気

向
上
を
推
し
進
め
、
ト
ラ
ッ

ク
運
送
事
業
に
携
わ
る
一

人
ひ
と
り
が
、
夢
と
希
望
を

持
っ
て
働
く
こ
と
の
で
き
る

環
境
づ
く
り
を
実
現
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、東
ト
協
で
は
現
在
、

圏
央
道（
首
都
圏
中
央
連
絡

自
動
車
道
）
周
辺
に
防
災
・

教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
の
建
設

を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　
災
害
時
に
は
救
援
物
資
の

集
荷・集
積
の
拠
点
と
し
て
、

ま
た
、
平
素
は
ド
ラ
イ
バ
ー

の
運
転
技
術
向
上
に
活
用
す

輸
送
で
き
る
よ

う
、
各
ト
ラ
ッ

ク
協
会
が
人
員

や
車
両
の
相
互

応
援
を
行
い
、

盤
石
な
体
制
を

構
築
す
る
も
の

で
す
。

持
ち
を
全
国
に
先
駆
け
て

「
形
」に
し
た
、画
期
的
な
取

り
組
み
で
あ
る
と
確
信
し
て

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
を

通
じ
て
、
関
ト
協
が
一
丸
と

な
っ
て
公
共
の
福
祉
に
寄
与

し
、
業
界
の
社
会
的
地
位
の

　

事
業
者
大
会
は
、
ス
ロ
ー

ガ
ン
と
し
て「
取
引
環
境
の

改
善
及
び
長
時
間
労
働
の
抑

制
並
び
に
生
産
性
の
向
上
を

図
ろ
う
」「
原
価
管
理
を
徹
底

し
、
適
正
運
賃
・
料
金
を
収

受
し
よ
う
」
な
ど
、10
項
目

関
し
て「
被
災
者
へ
救
援
物

資
を
迅
速
か
つ
確
実
に
輸
送

で
き
る
よ
う
、
各
ト
ラ
ッ
ク

協
会
が
人
員
や
車
両
の
相
互

研
修
セ
ン
タ
ー
」
構
想
に
つ

い
て
言
及
し
た
。

　

大
会
は
、
開
催
地
の
東
ト

協
・
千
原
会
長
が
議
長
を
務

め
、
ま
ず
前
年
度
の
第
61
回

事
業
者
大
会
の
結
果
と
要
望

活
動
に
つ
い
て
報
告
。

　
続
い
て
記
念
講
演
が
行
わ

れ
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生

当
時
、
宮
城
県
警
察
本
部
長

と
し
て
、
救
援
活
動
を
陣
頭

指
揮
し
た
竹
内
直
人
氏（
元

警
察
大
学
校
長
）が「
東
日

本
大
震
災
へ
の
対
応
」
と
題

し
て
講
演
し
た
。

　

こ
の
後
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

事
故
防
止
大
会
を
開
催
。「
関

東
圏
に
お
け
る
自
動
車
事
故

防
止
対
策
検
討
会
」
の
江
森

東
委
員
長（
東
ト
協
副
会
長
）

が
、
事
故
デ
ー
タ
分
析
結
果

に
基
づ
く
右
左
折
事
故
防
止

対
策
な
ど
、
検
討
会
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

ま
た
、
神
奈
川
・
埼
玉
各
県

の
事
業
者
代
表
が
そ
れ
ぞ
れ

事
故
防
止
へ
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
報
告
し
た
。

　
さ
ら
に
事
故
防
止
の
徹
底

を
期
し
て
、
江
森
委
員
長
の

か
け
声
に
よ
り
、
参
加
者
全

員
で「
ト
ラ
ッ
ク
業
界
か
ら

事
故
を
撲
滅
す
る
ぞ
！
」
と

シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
し
た

（
写
真
左
）。

　

事
故
防
止
大
会
に
続
き
、

来
賓
各
氏
の
臨
席
の
も
と
、

各
都
県
ト
協
会
長
に
よ
る
相

互
応
援
協
定
の
調
印
式
を
行

る
ほ
か
、
例
え
ば
、
子
供
た

ち
に
は
楽
し
み
な
が
ら
ト

ラ
ッ
ク
に
親
し
め
る
職
業
体

験
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
地
域

の
方
々
に
は
、
屋
内
運
動
施

設
や
お
楽
し
み
広
場
と
し
て

提
供
で
き
れ
ば
と
も
考
え
て

い
ま
す
。

  

「
必
ず
東
京
を
守
り
ま
す
」

と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信

し
つ
つ
、関
ト
協
が「
都
民
・

県
民
の
命
は
必
ず
我
々
が
守

り
ま
す
」
を
合
言
葉
に
、
引

き
続
き
努
力
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

４
５
０
０

万
人
の
人

口
を
有
す

い
、
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
広
域

的
に
応
援
・
協
力
す
る
協
定

を
締
結
し
た
。

　
昨
年
12
月
に
各
都
県
ト
協

会
長
が
協
定
締
結
に
関
し
て

基
本
合
意
し
、
今
年
６
月
の

防
災
対
策
会
議
で
協
定
内
容

な
ど
を
検
討
。
８
月
の
常
任

理
事
会
で
協
定
書
案
を
承
認

し
、締
結
の
運
び
に
な
っ
た
。

　

こ
の
後
、
東
ト
協
青
年
部

の
結
城
賢
進
本
部
長
が
、
業

界
課
題
の
克
服
に
取
り
組

み
、「
生く

ら
し活
と
経
済
の
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
」
の
役
割
を
果
た

し
て
い
く
旨
の
大
会
宣
言
を

読
み
上
げ
、採
択
し
た
。

　

大
会
で
は
、
東
京
都
の
小

池
百
合
子
都
知
事
を
は
じ
め
、

来
賓
各
氏
が
祝
辞
を
述
べ
た

後
、
東
ト
協
・
星
信
久
副
会

長
が
閉
会
の
あ
い
さ
つ
を
行

っ
た（
関
連
記
事
２
面
）。

を
掲
げ
て
開
催
。
各
都
県
の

会
員
事
業
者
な
ど
４
０
０
人

余
が
参
加
し
た
。

　
東
ト
協
・
竹
ノ
内
實
副
会

長
の
開
会
あ
い
さ
つ
に
続

き
、
千
原
会
長
が
主
催
者
あ

い
さ
つ
。
相
互
応
援
協
定
に

応
援
を
行
う
も
の
」
と
説
明

し
、そ
の
意
義
を
強
調
し
た
。

　

関
連
し
て
、
東
ト
協
が
検

討
し
て
い
る「
防
災
・
教
育

３６６７

協
定
調
印
式

関 ト 協 第62回 事業者大会 災
害
時
の「
相
互
応
援
協
定
」締
結

千
原
会
長
あ
い
さ
つ

各
都
県
会
長
が
調
印

関
運
局
長
を
立
会
人
に

緊急輸送車の確保
　　     相互に応援・協力

 

業
界
の
公
共
的
使
命
と
し
て

「
都
民
・
県
民
の
命
守
る
」

（要約）

全国初 広域防災体制を構築

ブロック事故防止大会

千原  会長

千原会長（左から４番目）と持永局長（右隣り）、および（左端から）吉髙
神・小林・角田各会長、（右端から）坂本・武井・鳥居・吉田各会長



第1135号 （２）総 合２０１７年（平成29年） 9月10日

　平成29年度第１回運行管理者（貨
物）試験が８月27日、全国一斉に行わ
れ、東京会場では２か所合計で3,165
人が受験した（試験問題は４・５面掲載、
正答は下表）。合格発表は９月26日午
前９時から、運行管理者試験センター
のホームページで。

　
我
々
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
は
、
国
民
生
活
や
産
業
活

動
を
支
え
る
公
共
的
物
流
サ

ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
、

そ
の
重
要
な
使
命
を
果
た
す

べ
く
、
日
夜
懸
命
に
努
力
し

て
お
り
、
輸
送
の
安
全
確
保

や
環
境
保
全
に
も
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

害
に
備
え
、
全
国
に
先
駆
け

「
災
害
時
等
の
相
互
応
援
に

関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
、

被
災
者
へ
の
救
援
物
資
輸
送

を
迅
速
に
行
う
た
め
の
取
り

組
み
を
開
始
し
た
。

　

ま
た
、
輸
送
の
原
点
で
あ

る「
安
全
・
安
心
」
を
第
一

義
と
し
て
、
安
定
し
た
輸
送

　
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
事
故
防
止

大
会
で
は
、
ま
ず「
関
東
圏

に
お
け
る
自
動
車
事
故
防
止

対
策
検
討
会
」
の
江
森
東
委

　
関
東
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
第

62
回
事
業
者
大
会
に
は
、
来

賓
と
し
て
東
京
都
の
小
池
百

合
子
都
知
事
や
関
東
運
輸
局

の
持
永
秀
毅
局
長
な
ど
が
出

席
し
、祝
辞
を
述
べ
た
。

　

小
池
都
知
事
は
ま
ず
、３

年
後
の
東
京
五
輪
開
催
に
向

け
て
協
力
を
要
請
。
そ
の
上

で
最
近
、
自
然
災
害
を
含
め

想
定
外
の
事
態
が
起
き
て
い

る
が
、「
物
流
を
支
え
る
皆

様
が
安
定
し
た
国
民
生
活
に

不
可
欠
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
」
と
し
、
業
界
が
担
う
役

割
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

　

さ
ら
に
、
業
界
が
労
働
力

不
足
な
ど
の
課
題
に
直
面
す

る
中
、「
国
民
生
活
を
守
り
、

安
全
・
安
心
な
輸
送
を
ス
ム

ー
ズ
に
行
っ
て
頂
く
た
め
に

も
、
さ
ら
な
る
協
力
を
し
て

い
き
た
い
」と
述
べ
た
。

　

関
運
局
の
持
永
局
長
は
、

災
害
時
の
相
互
応
援
協
定
の

締
結
に
つ
い
て
、「
首
都
直

下
地
震
な
ど
が
起
こ
れ
ば
、

物
資
輸
送
で
頼
り
に
な
る
の

は
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
り
、
協
定

締
結
は
時
宜
を
得
た
も
の
」

と
そ
の
意
義
を
強
調
し
た
。

　

ま
た
、
国
土
交
通
省
を
は

じ
め
関
係
省
庁
が
、
業
界
課

題
の
解
決
に
向
け
た
政
策
を

進
め
る
中
、「
こ
う
し
た
動

き
を
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
取
引

条
件
の
改
善
、
生
産
性
の
向

上
、
労
働
環
境
の
改
善
、
労

働
力
の
確
保
に
取
り
組
ん
で

頂
き
た
い
」と
し
た
。

　
警
視
庁
の
山
本
仁
交
通
部

長
は
、
関
東
地
域
の
ト
ラ
ッ

ク
事
故
は
着
実
に
減
少
し
て

い
る
が
、
一
方
で
児
童
が
犠

牲
と
な
る
事
故
な
ど
が
起
き

て
い
る
と
注
意
喚
起
。「
世

界
一
安
全
な
道
路
交
通
の
実

現
の
た
め
、
総
合
的
な
交
通

安
全
対
策
を
一
層
推
進
す

る
」
と
し
、
業
界
の
協
力
を

呼
び
か
け
た
。

　
東
京
労
働
局
の
鈴
木
伸
宏

労
働
基
準
部
長
は
、
政
府
が

推
進
す
る
働
き
方
改
革
に
つ

い
て
、「
そ
の
根
底
に
あ
る

の
は
働
く
人
の
安
全
・
安
心

と
思
う
」
と
指
摘
。
厚
生
労

働
省
と
国
交
省
に
よ
る
協
議

会
で
行
わ
れ
て
い
る
パ
イ
ロ

ッ
ト
事
業
な
ど
を
通
じ
て
、

長
時
間
労
働
の
是
正
に
取
り

組
む
よ
う
求
め
た
。

　

こ
の
後
、
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
の
坂
本
克
己
会
長
が

あ
い
さ
つ
し
、
ま
ず「
現
場

で
頑
張
っ
て
い
る
乗
務
員

に
、
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て

仕
事
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が

肝
要
」
と
強
調
。
そ
の
た
め

の
環
境
整
備
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
と
し
た
。

　
さ
ら
に
運
賃
問
題
に
言
及

し
、
標
準
貨
物
自
動
車
運
送

約
款
改
正
を
契
機
に「
運
賃

を
然
る
べ
き
姿
に
し
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
」と
し
た
。

  　
　
◇　
　
　
◇

　

大
会
後
、
懇
親
会
が
催
さ

れ
、
千
原
会
長
の
あ
い
さ
つ

に
続
き
、
東
ト
協
・
原
玲
子

副
会
長
の
発
声
で
乾
杯
。
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
が
行
わ

れ
た
後
、
東
ト
協
・
藤
倉
泰

徳
副
会
長
が
閉
会
の
あ
い
さ

つ
を
行
っ
た
。

迫
り
来
る

地
震
等
の

大
規
模
災

あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界

に
は
、
規
制
緩
和
以

降
の
新
規
事
業
者
の

増
加
、
長
期
に
亘
る

運
賃
水
準
の
下
落
、

長
時
間
労
働
の
問

題
、
そ
し
て
昨
今
、

特
に
深
刻
化
し
て
い

る
若
年
層
を
中
心
と

し
た
ド
ラ
イ
バ
ー
不
足
な
ど

の
諸
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
本
日（
９

月
８
日
）の
事
業
者
大
会
に

お
い
て
我
々
は
、
関
東
圏
に

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
が
、
引
き
続
き
社

会
の
負
託
に
応
え
、
社

会
と
の
共
生
を
図
る
道

で
あ
る
と
の
認
識
の
も

と
、
本
日
、
関
東
ブ
ロ

ッ
ク
事
故
防
止
大
会
を

合
わ
せ
て
開
催
し
、
事

業
者
の
総
意
に
よ
り
、

悲
惨
な
交
通
事
故
の
撲

滅
に
、
決
意
を
新
た
に

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

我
々
、８
都
県
の
ト
ラ
ッ

ク
運
送
事
業
者
は
、
今
後
と

も
関
東
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
も

と
に
結
集
し
、
力
を
合
わ
せ

て
諸
課
題
の
解
決
を
図
り
、

安
全
・
安
心
で
環
境
に
優
し

い
輸
送
に
努
め
つ
つ
、「
ト

ラ
ッ
ク
は
生く

ら
し活
と
経
済
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
を

こ
こ
に
宣
言
す
る
。

員
長（
東
ト
協
副
会
長
）が
、

関
東
運
輸
局
管
内
に
お
け
る

自
動
車
事
故
報
告
デ
ー
タ
に

基
づ
く
、
ト
ラ
ッ
ク
第
一
当

事
故
が
全
体
の
25
・
７
％
と

最
も
多
く
、
事
故
原
因
と
し

て
は
、
健
康
起
因
事
故
の
割

合
が
12
・
５
％
と
大
幅
に
増

え
て
い
る
。
ま
た
、
事
故
形

態
で
は
追
突
事
故
の
割
合
が

３
・
８
％
に
減
る
一
方
、
右

左
折
事
故
の
割
合
が
37
・
５

％
と
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
同
検
討
会
で
は

昨
年
、
右
左
折
事
故
防
止
対

策
と
し
て
、
側
方
視
野
確
認

支
援
装
置
の
導
入
活
用
を
提

言
。
関
ト
協
と
し
て
全
ト
協

に
要
望
し
た
結
果
、
今
年
度

か
ら
助
成
対
象
と
な
っ
た
。

　
江
森
委
員
長
は
事
故
分
析

結
果
を
説
明
し
た
上
で
、
同

装
置
の
導
入
効
果
を
改
め
て

指
摘
し
、
そ
の
活
用
を
呼
び

か
け
た
。

　

引
き
続
き
、
神
奈
川
県
ト

協
交
通
環
境
委
員
会
の
髙
梨

信
広
委
員
長
が
、
同
ト
協
の

総
合
安
全
プ
ラ
ン
に
基
づ
く

取
り
組
み
に
つ
い
て
報
告
。

　

具
体
的
に
は
、①
県
民
に

向
け
た
交
通
安
全
啓
発
、②

道
路
環
境
改
善
、③
管
理
者・

ド
ラ
イ
バ
ー
を
対
象
と
し
た

研
修
会
、④
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ

ー
ダ
ー
な
ど
安
全
機
器
の
導

入
促
進
―
の
４
項
目
の
取

り
組
み
を
紹
介
し
た
。

　

さ
ら
に
、28
年
に
特
別
対

策
と
し
て
運
転
者
の
モ
ラ
ル

向
上
に
向
け
た
啓
発
活
動
を

行
い
、
成
果
を
上
げ
た
こ
と

な
ど
を
紹
介
し
た
。

　

ま
た
、
埼
玉
県
ト
協
の
遠

藤
長
俊
副
会
長
は
自
社
の
事

故
防
止
活
動
に
関
し
て
報
告
。

①
人
材
教
育
、②
安
全
教
育
、

③
事
故
の
予
防
活
動
―
の

３
項
目
を
柱
と
し
た
取
り
組

み
内
容
を
説
明
し
た
。

　

人
材
教
育
で
は
、
専
任
組

織
と
し
て
安
全
運
転
指
導
グ

関ト協 第62回 事業者大会

事
者
死
亡
事
故
の
分

析
結
果（
平
成
24
〜

27
年
）に
つ
い
て
報

告
し
た
。

　
27
年
の
死
亡
事
故

デ
ー
タ
に
よ
る
と
、

時
速
10
㌔
㍍
以
下
と

い
う
低
速
走
行
時
の

ル
ー
プ
を
設

け
指
導
を
行

う
と
と
も
に
、

運
転
訓
練
の

特
設
コ
ー
ス

を
設
置
し
て

実
技
指
導
を

行
う
な
ど
、

教
育
・
指
導

に
力
を
入
れ

て
い
る
こ
と

な
ど
を
紹
介

し
た
。

交
差
点
事
故
防
止
対
策
を

運
転
者
教
育
さ
ら
に
推
進

来賓あいさつ

「働き方改革」推進へ
取引改善や生産性向上を

関
ト
協 

第
62
回

事
業
者
大
会

29年度  第１回  運管試験

大
会
宣
言

輸送の安全を確保し
ライフラインの役割担う

ブ
ロ
ッ
ク
事
故
防
止
大
会

小 池  氏

山 本  氏

持 永  氏

鈴 木  氏

坂 本  氏

髙 梨  氏

遠 藤  氏

江 森  氏

問1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6

1 3 1 , 3 A:2,B:1
C:1,D:1 2 , 3 2

問 7 問 8 問 9 問10 問 11 問12

3 1 , 4 1 , 4 3 A:2,B:2
C:1,D:2 3

問13 問14 問15 問16 問17 問18

4 1 , 3 A:2,B:1
C:1,D:1 2 1 , 3 3 , 4

問19 問20 問21 問22 問23 問24

2 A:2,B:1
C:2,D:1 2 , 3 3 3 4 

問25 問26 問27 問28 問29 問30
   適  2,4
 不適1,3

    適  2,3
 不適1,4

   適  1,4
 不適 2,3

 適 1,2,3
 不適  4  

 適 1,3,4
 不適  2

ア:2,イ:2
ウ:1
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料金支払だけから、運転支援へ

予約受付中！

　
日
用
雑
貨
業
界
で
は
１

９
８
０
年
代
ま
で
、
メ
ー

カ
ー
～
卸
間
の
配
送
形
態

は
バ
ラ
積
み
が
大
半
だ
っ

た
。
そ
の
後
、
流
通
再
編

が
進
み
、
卸
の
規
模
が
拡

大
す
る
と
と
も
に
、
パ
レ

ッ
ト
配
送
が
浸
透
し
て
き

た
。

　
各
メ
ー
カ
ー
と
も
当
初

は
自
社
で
パ
レ
ッ
ト
を
保

有
し
、
製
品
の
受
け
渡
し

時
に
、
卸
側
が
用
意
し
た

同
一
規
格
で
同
じ
枚
数
の

空
パ
レ
ッ
ト
と
交
換
す
る

「
等
価
等
枚
交
換
方
式
」

を
と
っ
て
い
た
。

　

だ
が
、
パ
レ
ッ
ト
で
配

送
す
る
メ
ー
カ
ー
が
増
え

前
、
未
返
却
の
パ
レ
ッ
ト

は
同
社
の
推
定
で
数
万
枚

に
上
っ
た
。
運
用
面
で
の

課
題
が
露
呈
し
た「
等
価

等
枚
交
換
方
式
」
で
自
社

保
有
パ
レ
ッ
ト
の
運
用
を

継
続
す
れ
ば
、
未
回
収
の

拡
大
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
人
手
不
足
の
折
、

取
引
先
の
パ
レ
ッ
ト
管
理

に
負
荷
を
か
け
て
い
て

は
、
い
ず
れ
業
務
が
成
り

立
た
な
く
な
る
と
の
判
断

か
ら
、
コ
ス
ト
増
も
覚
悟

の
上
で
レ
ン
タ
ル
化
に
踏

み
切
っ
た
。

　

そ
の
後
、
ラ
イ
オ
ン
に

続
い
て
数
社
の
日
用
品
メ

ー
カ
ー
が
レ
ン
タ
ル
パ
レ

ッ
ト
を
導
入
。
ワ
ン
ウ
ェ

イ
方
式
が
大
勢
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（ 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　

　
　
　
　
　  

巴
　
未
希 

）

る
に
つ
れ
、
卸
の
拠
点
で

は
パ
レ
ッ
ト
の
数
量
を
メ

ー
カ
ー
別
に
管
理
し
て
回

収
に
備
え
る
業
務
が
煩
雑

に
な
り
、
メ
ー
カ
ー
側
が

同
じ
枚
数
の
パ
レ
ッ
ト
を

回
収
で
き
な
く
な
る
ケ
ー

ス
が
次
第
に
増
え
た
。

　

一
方
、
加
工
食
品
業
界

で
は
レ
ン
タ
ル
パ
レ
ッ
ト

が
普
及
。
レ
ン
タ
ル
事
業

者
が
配
送
先
か
ら
パ
レ
ッ

ト
を
共
同
回
収
す
る
運
用

方
式
が
広
が
っ
た
。

　
メ
ー
カ
ー
側
は
空
パ
レ

ッ
ト
を
回
収
す
る
必
要
が

な
く
、
配
送
先
で
も
パ
レ

ッ
ト
管
理
を
簡
略
化
で
き

る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
日

ン
ウ
ェ
イ
方
式
」
で
運
用

す
る
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
。

　  

ラ
イ
オ
ン
が
全
面
採
用

　

さ
ら
に
、
昨
年
７
月
に

ラ
イ
オ
ン
が
レ
ン
タ
ル
パ

レ
ッ
ト
を
全
面
採
用
し
、

自
社
や
グ
ル
ー
プ
会
社
の

工
場
の
ほ
か
、
Ｏ
Ｅ
Ｍ
メ

ー
カ
ー
に
委
託
生
産
し
て

い
る
製
品
の
生
産
拠
点
や

流
通
セ
ン
タ
ー
、
補
助
倉

庫
を
含
む
全
国
の
１
０
０

か
所
を
超
え
る
拠
点
で
、

ワ
ン
ウ
ェ
イ
方
式
に
よ
る

運
用
を
開
始
し
た
。
卸
か

ら
の
要
望
に
応
え
た
も
の

だ
。

　
工
場
に
パ
レ
ッ
ト
を
引

き
取
っ
て
か
ら
、
配
送
先

で
パ
レ
ッ
ト
が
回
収
さ
れ

る
ま
で
の
レ
ン
タ
ル
料
、

お
よ
び
拠
点
間
移
動
や
回

収
費
用
、
シ
ス
テ
ム
利
用

料
な
ど
の
運
営
費
を
す
べ

て
ラ
イ
オ
ン
が
負
担
す
る
。

　

た
だ
し
、
流
通
セ
ン
タ

ー
や
補
助
倉
庫
な
ど
外
部

委
託
拠
点
で
の
保
管
期
間

は
、
そ
れ
ま
で
の
運
用
の

慣
例
に
倣
い
、
物
流
事
業

者
が
レ
ン
タ
ル
料
を
支
払

う
。

　
事
業
者
の
中
に
は
新
規

に
自
社
パ
レ
ッ
ト
を
購
入

し
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
も

あ
り
、
レ
ン
タ
ル
パ
レ
ッ

ト
へ
の
切
り
替
え
に
よ
る

コ
ス
ト
の
増
減
に
、
格
差

が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
っ

た
。
コ
ス
ト
負
担
を
公
平

に
す
る
た
め
、
事
業
者
と

個
別
の
事
情
に
配
慮
し
た

調
整
を
行
い
、
お
よ
そ
１

年
か
け
て
全
事
業
者
と
合

意
を
取
り
付
け
た
。

　
新
方
式
に
切
り
替
え
る

　加工食品業界に続き、日用雑貨業界で
もメーカー～卸間の製品配送で、レンタ
ルパレットによる「ワンウェイ方式」が
主流になってきた。自社保有のパレッ
トを受け渡し時に同数交換する、従来の
運用では回収が困難になり、レンタルパ
レットの採用に踏み切るメーカーが増
えてきた。人手不足が深刻化する中で、
配送先のパレット管理に負荷をかけら
れないとの判断にもよるものだ。

用
雑
貨
業
界
で
も
外
資
系

メ
ー
カ
ー
を
中
心
に
、
パ

レ
ッ
ト
を
自
社
保
有
か
ら

レ
ン
タ
ル
に
切
り
替
え「
ワ

　
経
済
産
業
省
の
平
成
29
年

度「
ト
ラ
ッ
ク
・
船
舶
等
の

運
輸
部
門
に
お
け
る
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
対
策
事
業
費
補
助

金
」
の
一
環
と
し
て
、
執
行

団
体
の
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ツ
は
９
月
25
日
か

省
エ
ネ
化
推
進
事
業
」の
２

次
公
募
を
行
う
。

　

同
事
業
は
、
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
者
と
荷
主
企
業
が
連

携
・
共
同
し
て
輸
送
効
率
化

に
取
り
組
む
こ
と
を
要
件

に
、
運
送
事
業
者
の「
車
両

動
態
管
理
シ
ス
テ
ム
」
導
入

を
支
援
し
、こ
れ
に
よ
り
、

同
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
輸

送
効
率
化
を
実
証
す
る
こ
と

を
目
的
に
実
施
す
る
も
の
。

　
経
産
省
と
国
土
交
通
省
の

連
携
事
業
で
、
２
次
公
募
の

予
算
額
は
約
18
億
円
。
事
業

用
ト
ラ
ッ
ク
に
導
入
す
る
補

助
申
請
に
つ
い
て
、
優
先
的

に
採
択
す
る
。

　

補
助
対
象
は
、
一
定
の
基

準
を
満
た
す
車
載
器
と
付
帯

設
備（
事
務
用
機
器
）。

　
車
載
器
本
体
に
つ
い
て
は
、

必
須
機
能
と
し
て
Ｇ
Ｐ
Ｓ
位

置
情
報
を
取
得
で
き
る
車
載

器
で
、
デ
ジ
タ
ル
タ
コ
グ
ラ

フ
機
能
を
有
す
る
も
の
。
ま

た
付
帯
機
能
と
し
て
各
種
セ

ン
サ
ー
や
作
業
状
態
な
ど
の

入
力
装
置
、
移
動
体
通
信
装

置
、
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
装
置
を
備

え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
帯
設
備
と
し
て
は
、
動

態
状
況
管
理
ソ
フ
ト
と
カ
ー

リ
ー
カ
ー
ド
型
車
載
器
が
３

分
の
１
以
内
。

　

対
象
事
業
者
は
、①
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
者
、②
第

二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

者
、③
自
家
用
ト
ラ
ッ
ク
事

業
者
、④
こ
れ
ら
事
業
者
を

構
成
員
に
含
む
団
体
、
⑤
リ

ー
ス
事
業
者
。

　
荷
主
企
業
と
連
携
し
た
輸

送
効
率
化
を
実
証
す
る
事
業

と
し
て
、
車
両
動
態
管
理
シ

ス
テ
ム
活
用
に
よ
る
省
エ
ネ

化
の
実
施
計
画
を
策
定
・
実

施
し
、
車
載
器
を
導
入
し
た

車
両
全
体
で
１
％
以
上
の
省

エ
ネ
効
果
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
が
要
件
。

　

申
請
書
類
の
提
出
は
、
郵

送
に
よ
り
受
け
付
け
る
。
詳

細
は
、
同
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
参
照
。

　
▽
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

＝
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ツ
㈱
陸
上
輸
送
省
エ
ネ

推
進
事
業
事
務
局（
〒
１
０

１
︱
０
０
５
４ 

千
代
田
区

神
田
錦
町
３
の
18 

寿
ビ
ル

９
階
、☎
03
・
５
２
８
０
・
９

５
０
１
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
03
・
５
２

８
０
・
９
５
０
２
）　

　

国
土
交
通
省
は
、
平
成
29

年
度「
低
公
害
車
普
及
促
進

対
策
費
補
助
金
」
に
よ
る
優

良
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
Ｃ
Ｎ
Ｇ

ト
ラ
ッ
ク
導
入
補
助
に
つ
い

て
、
９
月
１
日
か
ら
29
日
ま

で
、
交
付
予
定
枠
の
申
請
受

付
を
行
う
。

　

補
助
申
請
に
先
立
ち
、
各

運
輸
局
ま
た
は
各
運
輸
支
局

に
補
助
の
交
付
予
定
枠
申
し

込
み
を
行
い
、
各
運
輸
局
長

の「
内
定
通
知
書
」
を
受
領

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
内

定
通
知
を
受
け
て
い
な
い
場

合
、補
助
申
請
は
で
き
な
い
。

　
今
年
度
か
ら
制
度
を
一
部

改
正
し
、
優
良
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
・
Ｃ
Ｎ
Ｇ
ト
ラ
ッ
ク
の
導

入
補
助
は「
事
業
Ⅲ
」
の
分

類
で
実
施
す
る
。

　

補
助
率
は
、
新
車
の
み
導

入
と
経
年
廃
車
を
伴
う
新

車
導
入
の
場
合
と
も
、
通
常

車
両
と
の
価
格
差
の
３
分
の

１
。
Ｃ
Ｎ
Ｇ
改
造
ト
ラ
ッ
ク

は
改
造
費
の
３
分
の
１
。　

　

対
象
車
両
は
、
今
年
４
月

１
日
か
ら
30
年
３
月
31
日
ま

で
に
登
録
ま
た
は
登
録
予
定

　

東
京
都
ト
ラ

ッ
ク
協
会
は
、

第
18
期
物
流
経

営
士
課
程
の
受

講
生
に
つ
い
て
、

募
集
期
間
を
10

月
５
日
ま
で
延

長
し
、
申
し
込
み
を
受
け
付

け
て
い
る
。

　
所
定
の
講
座
を
修
了
し
試

験
に
合
格
し
た
者

に
は
、
全
日
本
ト

ラ
ッ
ク
協
会
認
定

「
物
流
経
営
士
」資

格
が
授
与
さ
れ
る
。

　

受
講
料
に
関
し

て
は
、
全
ト
協
が

今
年
度
か
ら
、
修

了
者
に
奨
励
金
５

万
円
を
交
付
す
る
。

一
定
の
条
件
を
満

た
せ
ば
、
厚
生
労

働
省
の
人
材
開
発
支
援
助
成

金
も
活
用
で
き
る
た
め
、
積

極
的
な
受
講
を
呼
び
か
け
て

い
る
。

　
募
集
要
領
は
次
の
通
り
。

　
【
受
講
資
格
】
東
ト
協
お

よ
び
関
東
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の

会
員
事
業
者
の
役
員
・
社
員

で
、
経
営
管
理
職
の
経
験
３

年
以
上
の
者
な
ど

　
【
研
修
期
間
】お
お
む
ね
10

か
月（
10
月
25
日
～
平
成
30

年
８
月
２
日
）。
授
業
時
間

は
総
計
１
４
５
時
間（
ほ
か

に
ホ
ー
ム
ス
タ
デ
ィ
ー
10
時

間
）

　
【
受
講
日
・
時
間
】
一
般

講
義（
東
ト
総
合
会
館
）
／

原
則
と
し
て
、
毎
水
曜
日
午

後
１
時
30
分
～
５
時
45
分

（
変
更
の
場
合
あ
り
）。
こ
の

ほ
か
に
パ
ソ
コ
ン
演

習
、宿
泊
研
修
２
回
、

企
業
見
学
会
１
回

　
【
受
講
料
】
東
ト

協
・
関
ト
協
会
員
の

役
員
・
社
員
＝
35
万

円
▽
そ
の
他
の
者
＝

40
万
円（
い
ず
れ
も

税
込
み
）

　
【
申
し
込
み
方
法
】

　

所
属
支
部（
関
東

各
県
ト
協
会
員
は

所
属
協
会
）を
通
じ
て
、
東

ト
協
教
育
研
修
部
へ
申
込
書

を
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信

 

▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ

せ
先
＝
東
ト
協
教
育
研
修
部

（
〒
１
６
０
︱
０
０
０
４ 

新

宿
区
四
谷
３
の
１
の
８ 

東

京
都
ト
ラ
ッ
ク
総
合
会
館
、

☎
03
・
３
３
５
９・
４
１
３

７
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３・
３
３
５

９・６
０
２
０
）

ド
リ
ー
ダ
ー
ま

た
は
無
線
Ｌ
Ａ

Ｎ
装
置
。

　

補
助
率
は
、

ク
ラ
ウ
ド
型
車

載
器
が
２
分
の

１
以
内
、
メ
モ

大
積
載
量
５
㌧
か
つ
車
両
総

重
量
８
㌧
以
上
の
Ｃ
Ｎ
Ｇ
改

造
ト
ラ
ッ
ク
は
対
象
外
。

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
・

各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

な
ど
と
の
協
調
補
助
が
前
提

で
、
最
低
３
台
以
上
の
導
入

（
リ
ー
ス
を
含
む
）が
要
件
。

　

た
だ
し
３
台
要
件
は
、
安

全
性
優
良
事
業
所
や
グ
リ
ー

ン
経
営
認
証
の
取
得
事
業

所
、
お
よ
び
今
年
度
中
に
11

年
以
上
の
経
年
車
廃
車
を
伴

う
場
合
、免
除
さ
れ
る
。

　

な
お
、
実
際
の
補
助
申
請

の
受
付
期
間
は
車
両
登
録
時

期
に
よ
り
異
な
る
。

　

詳
細
は
、
国
交
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（
Ｈ
Ｐ
）、お
よ
び
環

境
優
良
車
普
及
機
構
Ｈ
Ｐ
掲

載
の「
補
助
制
度
の
手
引
き
」

を
参
照
。

の
も
の
。
最
大
積
載
量

２
㌧
か
つ
車
両
総
重
量

４
㌧
以
下
の
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
ト
ラ
ッ
ク
と
、
最

ら
10
月
10

日
ま
で
、

「
ト
ラ
ッ

ク
輸
送
の

自社保有では回収が困難

ワンウェイ方式が主流に

      
 

ト
ラ
ッ
ク
輸
送
の

      
 

省
エ
ネ
化
推
進
事
業

車両動態管理
導入に補助金

経産省
29年度

国 交 省    29年度

優良ハイブリッド・
ＣＮＧ車導入で補助

交
付
予
定
枠 

申
請
受
付

 

９
月
１
日
～
29
日

受付期間延長
10月５日まで

２
次
公
募

9月25日〜10月10日

パ
レ
ッ
ト
の
レ
ン
タ
ル
化
広
が
る

物流経営士課程
18期受講生を募集

全ト協が奨励金

東 

ト 

協

日
用
品
業
界
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  1.  貨物自動車運送事業法関係
問１　貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているもの
を1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあ
たっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物
自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事
業をいう。
　2．一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動
車（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を
運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
　3．貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車
（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。）を使用して貨物を運
送する事業をいう。
　4．貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨
物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は
特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送（自動車を使用して
行う貨物の運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運送をいう。

問２　次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送
事業法の規定より公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として
誤っているものを１つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　1．輸送の安全に関する基本的な方針
　2．輸送の安全に関する目標及びその達成状況
　3．選任されている運行管理者の数
　4．自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

問３　次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなけ
ればならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されてい
る事項以外は考慮しないものとする。
　1．運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を
したときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容
並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存すること。
　一　点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
　二　点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号
          その他の当該事業用自動車を識別できる表示
　三　点呼の日時
　四　点呼の方法
　五　その他必要な事項
　2．事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保し、
管理すること。
　3．法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入
れた者であって当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自
動車に乗務する前3年間に初任診断（初任運転者のための適性診断と
して国土交通大臣が認定したもの。）を受診したことがない者に対して、
当該診断を受診させること。
　4．法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通
大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣
の認定を受けたもの（基礎講習）を修了した者のうちから、運行管理者
の業務を補助させるための者（補助者）を選任すること並びにその者に
対する指導及び監督を行うこと。

問４　貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に
ついての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいもの
を１つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　1．貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようと
する運転者に対し、対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方
法。以下同じ。）により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、
及び A を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するため
に B をしなければならない。
　一　酒気帯びの有無
　二　疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができな
          いおそれの有無
　三　道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検
          の実施又はその確認
　2．貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転
者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路
及び C 並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定に
よる D について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を
行わなければならない。
　A 　1．指導 　　2．確認
　B 　1．必要な指示 　　2．適切な助言
　C 　1．運行の状況　　2．貨物の積載状況
　D 　1．通告 　　2．乗務する運転者の健康状態

問５　次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業
者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣への報告を要するもの
を２つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあた
っては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車
道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メート
ルの畑に転落した。
　2．事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が道
路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第
7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。
　3．事業用自動車を含む10台の自動車が衝突し、この事故で５名が
負傷した。
　4．事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動
機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通
院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

問６　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用自
動車の運行等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを１つ選
び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．事業者は、車両総重量が８トン以上又は最大積載量が5トン以
上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあ
っては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の
記録」に記録させなければならない。
　2．事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の
記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生
じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をし
なければならないものに該当しない。
　3．事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任
しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業
用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程
（運行管理規程）を定めなければならない。
　4．事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面（輸送の安
全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、
点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法
を含む。）で行うことができない乗務を含む運行ごとに、所定の事項
を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指
示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

問７　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用
自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき
運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に
対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、
誤っているものを１つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさ
い。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は
考慮しないものとする。
　1．事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器
の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導
を行うこと。
　2．事業者は、初任運転者等に対し特別な指導を実施した場合は、
法令に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転
者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者台帳に記
載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付
すること。
　3．事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、や
むを得ない事情がある場合又は外部の専門的機関における指導講習
を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、
再度事業用自動車に乗務を開始した後１ヵ月以内に実施すること。
　4．事業者は、軽傷者（法令で定める傷害を受けた者）を生じた交通
事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こした
運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土
交通大臣の認定を受けたものを受診させること。

問８　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の法令に
規定する輸送の安全の確保等に関する次の記述のうち、正しいものを
２つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあた
っては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合
であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれが
あるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置し
ておかなければならない。
　2．事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の
休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で
定める基準に従って、運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運
転者にこれらを遵守させなければならない。
　3．一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、そ
れらの業務を統括する運行管理者（以下「統括運行管理者」という。）
を選任することができる。
　4．事業者は、死者又は重傷者（法令で定める傷害を受けた者）を生
じた事故を引き起こした場合には、これに係る営業所に属する運行
管理者（統括運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行
管理者及び当該事故について相当の責任を有する者として運輸支局
長等が指定した運行管理者）に、事故があった日（運輸支局長等の指
定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日）から１年（やむを
得ない理由がある場合にあっては、１年６ヵ月）以内においてできる
限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

　2．道路運送車両法関係
問９　自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを２つ
選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたって
は、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し（整備又は
改造のために解体する場合を除く。）、又は自動車の用途を廃止した
ときは、その事由があった日（使用済自動車の解体である場合には解
体報告記録がなされたことを知った日）から15日以内に、永久抹消登
録の申請をしなければならない。
　2．臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日
以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返
納しなければならない。
　3．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があ
ったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった
日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなけれ
ばならない。
　4．何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした
封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これ
を取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときそ
の他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、こ
の限りでない。

問10　自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを１
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっ
ては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があ
ったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以
内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の
記入を受けなければならない。
　2．国土交通大臣は、継続検査の結果、自動車が道路運送車両の保
安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車の自動車検査証を使
用者に返付しないものとする。
　3．自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自
動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用
に供してはならない。
　4．何人も、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証
の交付を受けている自動車について、自動車又はその部分の改造、装
置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動
車が道路運送車両の保安基準に適合しないこととなるものを行っては
ならない。

問11　自動車の点検整備等に関する次のア、イ、ウ、エの文中、A、B、C、
Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。

　ア　自動車の A は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備を
することにより、当該自動車を道路運送車両の保安基準に適合するよ
うに維持しなければならない。
　イ　自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車
を運行する者は、 B 、その運行の開始前において、国土交通省令で

　1．正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる
騒音を生じさせるような方法で、自動車を急に発進させ、若しくはその
速度を急激に増加させ、又は自動車の原動機の動力を車輪に伝達さ
せないで原動機の回転数を増加させてはならない。
　2．車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、
必ず道路管理者に通報するものとし、当該道路管理者からの指示が
あるまでは、転落し、又は飛散した物を除去してはならない。
　3．道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合
において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければなら
ない。
　4．監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、
その側方を離れて走行するよう努めなければならない。

　4．労働基準法関係
問18　労働基準法の定めに関する次の記述のうち、正しいものを２つ
選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたって
は、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしないように努め
なければならない。
　2．「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前３ヵ月
間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働
日数で除した金額をいう。
　3．「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用され
る者で、賃金を支払われる者をいう。
　4．「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の
労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者を
いう。

問19　労働基準法に定める賃金及び休日等についての次の記述のう
ち、誤っているものを１つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしな
さい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外
は考慮しないものとする。
　1．賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので
厚生労働省令で定める賃金を除き、毎月1回以上、一定の期日を定めて
支払わなければならない。
　2．出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用
者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければなら
ない。
　3．使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなけれ
ばならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える
使用者については適用しない。
　4．使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時
間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところに
よって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

問20  「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目
的等についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正
しいものを１つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．この基準は、自動車運転者（労働基準法（以下「法」という。）第
９条に規定する労働者であって、 A の運転の業務（厚生労働省労
働基準局長が定めるものを除く。）に主として従事する者をいう。以
下同じ。）の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自
動車運転者の労働時間等の B を図ることを目的とする。
　2．労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の
C させてはならないことはもとより、その向上に努めなければ

ならない。
　3．使用者は、 D その他の事情により、法第36条第1項の規定
に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合におい
ても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。
　A　1．二輪以上の自動車　 2．四輪以上の自動車
　B　1．労働条件の向上　 2．労働契約の遵守
　C　1．生活環境を悪化　 2．労働条件を低下
　D　1．季節的繁忙　 2．運転者不足

問21　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善
基準」という。）及び厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客
自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休
息期間の特例について」（以下「特例基準」という。）に関する次の記述の
うち、正しいものを２つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさ
い。ただし、隔日勤務には就いていない場合とする。なお、解答にあた
っては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者（以下
「トラック運転者」という。）に労働基準法第35条の休日に労働させる
場合は、当該労働させる休日は４週間について３回を超えないもの
とし、当該休日の労働によって改善基準第４条第１項に定める拘束
時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
　2．労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る
一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該
一定期間は、２週間及び１ヵ月以上３ヵ月以内の一定の期間とする
ものとする。
　3．トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場
合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間（乗船時刻か
ら下船時刻まで）については、原則として、休息期間として取り扱う
ものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第４条の規定及び
特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができる
ものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、２
人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間
の時間の２分の１を下回ってはならない。
　4．使用者は、業務の必要上、トラック運転者（１人乗務の場合）に
勤務の終了後継続８時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
には、当分の間、一定期間における全勤務回数の２分の１を限度に、
休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与え
ることができるものとする。この場合において、分割された休息期
間は、１日（始業時刻から起算して24時間をいう。）において１回当た
り継続４時間以上、合計８時間以上でなければならないものとする。

問22　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転
時間及び休憩時間の例を示したものである。次の１～４の休憩時
間の組合せの中で、連続運転の中断方法として「自動車運転者の労
働時間等の改善のための基準」に適合し、かつ、当該運行の乗務開
始から乗務終了までの拘束時間が最少となるものを１つ選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、当該運行は１人乗務と
し、翌日は休日とする。

　1． A：10分　 B：10分　 C：15分　 D：10分
　2． A：15分　 B：15分　 C：20分　 D：10分
　3． A：15分　 B：10分　 C：15分　 D：15分
　4． A：10分　 B：15分　 C：15分　 D：10分

問23　下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の１ヵ月
の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等

の改善のための基準」に定める拘束時間及び運転時間に照らし、次の
１～４の中から違反している事項を１つ選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。なお、１人乗務とし、「１ヵ月についての拘束時間
の延長に関する労使協定」があり、下表の１ヵ月は、当該協定により
１ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するも
のとする。

　1．１日についての拘束時間15時間を超える１週間の回数
　2．１ヵ月の拘束時間
　3．当該５週間のすべての日を特定日とした２日を平均した１日
　　　当たりの運転時間
　4．２週間を平均した１週間当たりの運転時間

　5．実務上の知識及び能力
問24　点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを１つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各
選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．A営業所（全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定して
いる安全性優良事業所でない営業所）では運行管理者が、運転者に対
する乗務前点呼はアルコール検知器を使用し対面により行っており、
帰庫後の運転者への乗務後点呼は、運行管理者が営業所に不在の場
合には電話で実施している。
　2．事業用自動車の運転者が運行中に道路のガードレールに接触する
という物損事故を起こしたため、警察官の事故処理に立ち会った後に所
属する営業所に帰庫した。乗務後の点呼において、運転者から当該事
故の報告を受けたが、物損事故であることから、点呼記録表に記録しな
かった。
　3．複数日にわたる事業用トラックの運行で、２日目は乗務前及び乗
務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務のため、携帯電
話により中間点呼を実施し、その結果特に問題がなかったので点呼記
録表に記録しなかった。しかし、乗務後の点呼についてはその結果を
点呼記録表に記録した。
　4．A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっ
ている。しかし、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所
における点呼の総回数の６割を超えていないことから、その時間帯にお
ける点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に
実施させている。

問25　一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導・監督に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の
「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしな
さい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外
は考慮しないものとする。
　1．時速36キロメートルで走行中の自動車の運転者が、前車との追
突の危険を認知しブレーキ操作を行い、ブレーキが効きはじめるまでに
要する空走時間を1秒間とし、ブレーキが効きはじめてから停止するま
でに走る制動距離を８メートルとすると、当該自動車の停止距離は13メ
ートルとなることを指導している。
　2．危険ドラッグ等の薬物を使用して運転した場合には、重大な事故
を引き起こす危険性が高まり、その結果取り返しのつかない被害を生
じることもあることから、運行管理者は、常日頃からこれらの薬物を使
用しないよう、運転者等に対し強く指導している。
　3．大雨、大雪、土砂災害などの異常気象時の措置については、異常
気象時等処理要領を作成し運転者全員に周知させておくとともに、運転
者とも速やかに連絡がとれるよう緊急時における連絡体制を整えている
ので、事業用自動車の運行の中断、待避所の確保、徐行運転等の運転
に関わることについてはすべて運転者の判断に任せ、中断、待避したと
きは報告するよう指導している。
　4．実際の事故事例やヒヤリハ ット事例のドライブレコーダー映像を
活用して、事故前にどのような危険が潜んでいるか、それを回避するに
はどのような運転をすべきかなどを運転者に考えさせる等、実事例に基
づいた危険予知訓練を実施している。

問26　運行管理者の日常業務の記録等に関する次の記述のうち、適
切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の
「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に
記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．運行管理者は、選任された運転者ごとに採用時に提出させた履
歴書が、法令で定める運転者台帳の記載事項の内容を概ね網羅してい
ることから、これを当該台帳として使用し、索引簿なども作成のうえ、営
業所に備え管理をしている。
　2．運行管理者は、運行記録計により記録される「瞬間速度」、「運行
距離」及び「運行時間」等により運転者の運行の実態や車両の運行の
実態を分析し、運転者の日常の乗務を把握し、過労運転の防止及び運
行の適正化を図る資料として活用しており、この運行記録計の記録を１
年間保存している。
　3．運行管理者は、事業用自動車の運転者として新たに雇い入れた
場合には、自動車安全運転センターが交付する運転記録証明書等によ
り、交通事故歴等を確認している。また、乗務前点呼において運転者
に運転免許証の提示を求め、確認している。
　4．運行管理者は、運転者に法令に基づく運行指示書を携行させ、
運行させている途中において、自然災害により運行経路の変更を余儀
なくされた。このため、当該運行管理者は、営業所に保管する当該運
行指示書の写しにその変更した内容を記載するとともに、当該運転者
に対して電話等により変更の指示を行ったが、携行させている運行指
示書については帰庫後提出させ、運行管理者自ら当該変更内容を記載
のうえ保管し、運行の安全確保を図った。

問27　事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述のうち、
適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用
紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選
択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、業務に従事する運転者に対し法令で定める健康診断
を受診させ、その結果に基づいて健康診断個人票を作成して５年間保
存している。また、運転者が自ら受けた健康診断の結果についても同
様に保存している。
　2．運転者が運転中に安全運転の継続が困難となるような体調不良
や異常を感じた場合、速やかに安全な場所に事業用自動車を停止させ、
運行管理者に連絡し、指示を受けるよう指導している。また、その後の
運行再開の可否については、体調の状況を運転者が自ら判断し決定す
るよう指導している。
　3．事業者は、深夜（夜11時出庫）を中心とした業務に常時従事する

定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
　ウ　自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、 C ごとに
国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければ
ならない。
　エ　自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく
運行可否の決定は、自動車の使用者より与えられた権限に基づき、
D が行わなければならない。

　A    1．所有者      2．使用者
　B     1．必要に応じ      2．１日１回
　C    1．３ヵ月      2．６ヵ月
　D    1．運行管理者      2．整備管理者

問12　道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示について
の次の記述のうち、誤っているものを１つ選び、解答用紙の該当する
欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載され
ている事項以外は考慮しないものとする。
　1．自動車（法令に規定する自動車を除く。）の前面（被牽引自動車
の前面に限る。）、両側面及び後面には、光を光源方向に効果的に反射
することにより夜間に自動車の前方（被牽引自動車の前方に限る。）、
側方又は後方にある他の交通に当該自動車の長さ又は幅を示すこと
ができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告
示で定める基準に適合する再帰反射材を備えることができる。
　2．自動車（法令に規定する自動車を除く。）の後面には、他の自動
車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有
効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定
める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、
告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。
　3．自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長
さ（セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの
後端までの水平距離）12メートル、幅2.6メートル、高さ3.8メートル
を超えてはならない。
　4．自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間200メー
トルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければなら
ない。

　3．道路交通法関係
問13　車両の交通方法等についての次の記述のうち、誤っているもの
を１つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあ
たっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の
場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間
隔を保ち、又は徐行しなければならない。
　2．車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等によ
り法令に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されていると
きは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければなら
ない。
　3．車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道
路において、他の車両を追い越そうとするとき（道路の中央から右の部分
を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれが
ない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分には
み出して通行することが禁止されている場合を除く。）は、道路の中央か
ら右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
　4．一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供
する自動車（以下「路線バス等」という。）の優先通行帯であることが
道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路
においては、自動車（路線バス等を除く。）は、後方から路線バス等が
接近してきた場合であっても、その路線バス等の正常な運行に支障
を及ぼさない限り、当該車両通行帯を通行することができる。

問14　追越し等についての次の記述のうち、正しいものを２つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防
止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追
いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等
の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
　2．車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分
においても、前方を進行している原動機付自転車は追い越すことがで
きる。
　3．車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行
するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追
突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなけれ
ばならない。
　4．車両は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の
急な下り坂の道路の部分においては、前方が見とおせる場合を除き、
他の車両（軽車両を除く。）を追い越すため、進路を変更し、又は前車
の側方を通過してはならない。

問15　道路交通法に定める交通事故の場合の措置についての次の文
中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを１つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者そ
の他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、 A し、道路に
おける B する等必要な措置を講じなければならない。この場合
において、当該車両等の運転者（運転者が死亡し、又は負傷したため
やむを得ないときは、その他の乗務員）は、警察官が現場にいるとき
は当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察
署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故
における C 及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその
損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに D を報
告しなければならない。

問16　停車及び駐車等についての次の記述のうち、誤っているものを１
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっ
ては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内
の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又
は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車して
はならない。
　2．車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは
修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用
の出入口から５メートル以内の道路の部分においては、駐車してはなら
ない。
　3．車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況によ
り、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された
部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあ
るときは、これらの部分に入ってはならない。
　4．車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端
又はこれらの道路に接する出入口から５メートル以内の道路の部分に
おいては、駐車してはならない。

問17　車両等の運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、正し
いものを２つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解
答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないも
のとする。

運転者に対し、法令に定める定期健康診断を1年に1回、必ず、定期的に
受診させるようにしている。
　4．近年、脳卒中や心臓病などに起因した運転中の突然死による事
故が増加傾向にあるが、これらの病気の要因が生活習慣に関係してい
ることから生活習慣病と呼ばれている。この病気は、暴飲暴食や運動
不足などの習慣が積み重なって発病するので、定期的な健康診断の結
果に基づいて生活習慣の改善を図るよう運転者に対し呼びかけている。

問28　自動車の運転に関する次の記述のうち、適切なものには解答
用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマ
ークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている
事項以外は考慮しないものとする。

　1．自動車のハンドルを左に切り旋回した場合、左側の後輪が左側
の前輪の軌跡に対し内側を通ることとなり、この前後輪の軌跡の差
を内輪差という。ホイールベースの長い大型車ほどこの内輪差が大
きくなることから、運転者に対し、交差点での左折時には、内輪差に
よる歩行者や自転車等との接触、巻き込み事故に注意するよう指導
する必要がある。
　2．前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それ
ぞれの視界や見え方が異なり、大型車の場合には運転席が高いため、
車間距離をつめてもあまり危険を感じない傾向となるので、この点
に注意して常に適正な車間距離をとるよう運転者を指導する必要が
ある。
　3．運転中の車外への脇見だけでなく、車内にある画像表示用装置
を注視したり、スマートフォン等を使用することによって大幅に追
突事故等の危険性が増加することについて、日頃から運転者に対し
て指導する必要がある。
　4．四輪車を運転する場合、二輪車との衝突事故を防止するための
注意点として、①二輪車は死角に入りやすいため、その存在に気づ
きにくく、また、②二輪車は速度が実際より速く感じたり、距離が近
くに見えたりする特性がある。したがって、運転者に対してこのよ
うな点に注意するよう指導する必要がある。

問29　交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものには
解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄
にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。

　1．適性診断は、運転者の運転行動、運転態度及び性格等を客観的
に把握し、安全運転にとって、好ましい方向へ変化するよう動機づけす
ることにより、運転者自身の安全意識を向上させるためのものであり、
ヒューマンエラーによる交通事故の発生を未然に防止するための有効
な手段となっている。
　2．平成27年中の事業用貨物自動車が第1当事者となった人身事故
の類型別発生状況をみると、「出会い頭衝突」が最も多く、全体の約半
分を占めており、続いて「追突」の順となっている。このため、運転者に
対し、特に、交差点における一時停止の確実な履行と安全確認の徹底
を指導する必要がある。
　3．平成27年中の交通事故死者数のうち、65歳以上の高齢者の占め
る割合は、全体の約5割である。このため、運転者に対し、高齢の歩行
者などは身体的機能の低下により危険の発見、回避が遅れることなど
を考慮して運転するよう指導する必要がある。
　4．衝突被害軽減ブレーキは、レーダー等で検知して前方の車両等
に衝突する危険性が生じた場合に運転者にブレーキ操作を行うよう促
し、さらに衝突する可能性が高くなると自動的にブレーキが作動し、衝
突による被害を軽減させるためのものである。当該ブレーキが備えら
れている自動車に乗務する運転者に対しては、当該ブレーキの機能等
を正しく理解させる必要がある。

問30　荷主から貨物自動車運送事業者に対し、B地点で荷積みをし、C
地点に11時半頃を目標に到着させるよう運送の依頼があった。これを
受けて、運行管理者として運転者に対し当該運送の指示をするため、次
に示す「当日の運行計画を策定するための前提条件」に基づき運行計
画を立てた。
　この運行に関する次のア～ウについて解答しなさい。なお、解答にあ
たっては、「当日の運行計画を策定するための前提条件」に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。

「当日の運行計画を策定するための前提条件」
〇　A営業所を６時に出庫し、30キロメートル離れたB地点まで平均時
　速30キロメ ートルで走行する。
〇　B地点において20分間の荷積みを行う。
〇　B地点から160キロメートル離れたC地点までの間、一部高速自動
　車国道を利用し、平均時速40キロメートルで走行して、C地点に11時
　20分に到着する。
〇　C地点において20分間の荷下ろし後、1時間の休憩をとる。休憩後、 
　 A営業所に帰庫するため、C地点を12時40分に出発し、一般道路を
　利用して、D地点まで平均時速30キロメートルで走行する。
〇　D地点に15時40分に到着し、1時間の休憩をとる。
○  帰庫のためD地点から60キロメートル離れたA営業所まで平均時
   速30キロメートルで走行する。

ア　C地点とD地点の間の距離について、次の１～３の中から正しい
　ものを１つ選び、  解答用紙にマークしなさい。
  　１．60キロメートル　 ２．90キロメートル 　３．130キロメートル

イ　当該運転者がA営業所に帰庫する時刻について、次の１～３の中
　から正しいものを１つ選び、解答用紙にマークしなさい。
　  １．17時40分　  ２．18時40分 　 ３．20時00分

ウ　当日の全運行において、連続運転時間は「自動車運転者の労働時
　間等の改善のための基準」に照らし、違反しているか否かについて、
　次の１～２の中から正しいものを１つ選び、解答用紙にマークし
　なさい。
　  １．違反している
　  ２．違反していない

運行管理者
試験問題

・問題は、1ページから30ページまでの30問です。
・答えを記入の際は、各問題の設問の指示に従い解答して下さい。
・なお、解答にあたっては、各問及び各選択肢に記載された事項以 
  外は、考慮しないものとして下さい。
・また、設問で求める数と異なる数の解答をしたもの、及び複数の 
  解答を求める問題で一部不正解のものは、正解としません。

           ※問題文は原文のまま掲載しています。     正答は２面に掲載

平成29年度  第 1 回

8月27日実施

貨 物

A 1．事故状況を確認 　2．負傷者を救護
B 1．危険を防止 　2．安全な駐車位置を確保
C 1．死傷者の数 　2．事故車両の数
D 1．当該交通事故について講じた措置 　2．同乗者の数



第1135号 （６）協 会２０１７年（平成29年） 9月10日

日 時    ８月28日（月）  ６時09分頃発生 （晴天）
場 所 豊島区内（国道 17号）

当事者 事業用中型貨物車（30歳代後半）×自動二輪車（男性33歳 死亡）
順番は過失の軽重を示すものではありません

状  況

概  要 事業用中型貨物車が自動二輪車に衝突。

◎ 車道に出る際は、特に左右の安全確認をしっかりと
行うこと!!
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の

担
当
官
か
ら
、
運
動
の
重
点

な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

る
と
と
も
に
、
東
ト
協
で
は

９
月
26
日
を
街
頭
指
導
活
動

「
統
一
実
施
日
」と
し
て
、効

果
的
に
展
開
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　

冒
頭
、
江
森
委
員
長
が
あ

い
さ
つ
し
、
会
員
関
与
の
死

亡
事
故
に
つ
い
て「
こ
れ
ま

で
に
15
件
起
き
て
お
り
、
会

員
第
一
当
事
者
の
事
故
は
３

件
。
救
護
義
務
違
反
の
も
の

が
２
件
あ
っ
た
」
と
注
意
喚

起
。
運
転
者
に
対
す
る
指
導

を
徹
底
す
る
よ
う
求
め
た
。

　

議
事
で
は
ま
ず
、
警
視
庁

交
通
部
交
通
総
務
課
の
柴

崎
明
交
通
安
全
組

織
係
長
が
、初
の
試

み
と
し
て
、東
ト
協

な
ど
関
係
団
体
の
協
力
に
よ

り
、
秋
の
交
通
安
全
運
動
の

出
動
式
を
行
う
こ
と
を
紹
介

（
ト
ラ
ッ
ク
５
台
が
参
加
）。

　

そ
の
上
で
、
都
内
の
事
故

　

東
ト
協
は
９
月
５
日
、
東

ト
総
合
会
館
で
第
17
期
物
流

経
営
士
課
程
の
修
了
式
を
開

催
し
、
千
原
武
美
会
長
が
所

定
の
講
座
を
修
了
し
た
26
人

に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
修
了
証

書
を
手
渡
し
た
。

　
修
了
生
は
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
の「
物
流
経
営
士
」

に
認
定
さ
れ
、
全
ト
協
の
藤

営
士
は
、17
期
生
を
含
め
て

４
８
９
人
と
な
っ
た
。

　

修
了
式
で
千
原
会
長
は
、

「
講
座
で
学
ん
だ
知
識
や
仲

間
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
、
社
業
の
発
展
と
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
に
役
立
て
、
業
界
の

発
展
に
貢
献
し
て
い
た
だ
き

た
い
」と
述
べ
た
。

　

こ
の
後
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

検
討
会
議
・
修
了
認
定
会
議

委
員
を
務
め
る
東
京
都
市
大

学
の
武
田
正
治
名
誉
教
授
と

横
山
真
一
郎
教
授
が
祝
辞
を

述
べ
た
。
特
に
武
田
氏
は
、

「
労
働
時
間
短
縮
な
ど
厳
し

い
規
制
を
受
け
入
れ
、
適
正

な
運
賃
・
料
金
を
収
受
し
、

事
業
の
近
代
化
に
立
ち
上
が

っ
て
ほ
し
い
」と
激
励
し
た
。

死
者
数
が
前
年
よ
り
多
く
、

な
か
で
も「
小
学
生
以
下
の

子
供
の
死
亡
事
故
が
既
に
前

年
と
同
じ
４
件
起
き
て
い

る
」と
注
意
を
促
し
た
。

　

引
き
続
き
、
東
運
支
局
の

武
富
義
寿
陸
運
技
術
専
門
官

が
、
秋
の
交
通
安
全
運
動
の

実
施
細
目
を
説
明
。
安
全
運

行
の
確
保
に
向
け
重
点
事
項

の
徹
底
を
呼
び
か
け
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
管
内
の
ト
ラ

ッ
ク
事
故
の
分
析
結
果
を
踏

ま
え
、
特
に
左
折
事
故
に
注

意
を
促
す
と
と
も
に
、
運
転

中
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

を
操
作
す
る「
な
が
ら
運
転
」

の
禁
止
徹
底
を
求
め
た
。

　

東
ト
協
で
は
、
各
支
部
が

「
統
一
実
施
日
」
に
で
き
る

だ
け
歩
調
を
あ
わ
せ
て
街
頭

活
動
を
行
い
、
効
果
的
に
運

動
を
展
開
す
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
春
の
交
通
安

全
運
動
に
続
き
、
千
代
田
区

の
屋
外
大
型
ビ
ジ
ョ
ン
で
啓

発
用
Ｐ
Ｒ
映
像
を
放
映
し
、

交
通
安
全
を
呼
び
か
け
る
。

　

ま
た
、
今
年
度
の「
東
ト

協
ド
ラ
イ
バ
ー
・
コ
ン
テ
ス

ト
」
実
施
結
果
や
、
警
視
庁

交
通
部
主
催「
セ
ー
フ
テ
ィ

ド
ラ
イ
バ
ー
・
コ
ン
テ
ス

ト
」（
Ｓ
Ｄ
コ
ン
テ
ス
ト
）参

加
状
況（
３
２
７
６
チ
ー
ム・

１
万
６
３
８
０
人
が
参
加
）

な
ど
を
報
告
。
さ
ら
に
、
今

年
度
か
ら
実
施
の「
東
ト
協

ベ
ス
ト
ド
ラ
イ
バ
ー
コ
ン
テ

ス
ト
」
実
施
状
況（
２
７
１

人
が
参
加
）、「
小
学
児
童
絵

画
コ
ン
テ
ス
ト
」
応
募
状
況

に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　

Ｓ
Ｄ
コ
ン
テ
ス
ト
や
ベ

ス
ト
ド
ラ
コ
ン
、
絵
画
コ
ン

テ
ス
ト
の
表
彰
式
は
11
月
11

日
、
港
区
の
ヤ
ク
ル
ト
ホ
ー

ル
で「
東
ト
協
セ
ー
フ
テ
ィ

ー
ア
ワ
ー
ズ
」（
仮
称
）と
し

て
実
施
す
る
。

　
上
位
入
賞
者
や
入
選
作
品

の
審
査
・
選
考
な
ど
は
、
そ

れ
ぞ
れ
担
当
小
委
員
会
に
一

任
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
東
ト
協
は
秋
の
全
国
交
通

安
全
運
動（
９
月
21
〜
30
日
）

期
間
中
、
千
代
田
区
の
屋
外

大
型
ビ
ジ
ョ
ン
で
、
都
民
に

交
通
安
全
を
呼
び
か
け
る
と

と
も
に
、東
ト
協
の

取
り
組
み
を
ア
ピ

ー
ル
す
る
Ｐ
Ｒ
映

像
を
放
映
す
る
。

　
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
有
楽
町
店

「
ビ
ッ
ク
マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ
ン
」

（
日
比
谷
側
壁
面
）で
放
映

す
る
も
の
。
１
日
当
た
り
56

回（
１
回
15
秒
）放
映
す
る
。

　
警
視
庁
交
通
部
と
の
連
名

で
、
映
像
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
り「
秋
の
全
国
交
通
安

全
運
動
実
施
中
」「
命
を
守
る

早
め
の
ラ
イ
ト
と
反
射
材
」

「
い
っ
し
ょ
に
安
全
!
」
な

ど
と
呼
び
か
け
る
。

原
利
雄
常
務
理
事
か

ら
、認
定
証
・
携
帯

証
・
襟
章
が
授
与
さ

れ
た
。

　
今
期
修
了
生
は
東

ト
協
会
員
19
人
の
ほ

か
、
埼
玉
県
ト
協
会

員
２
人
、
千
葉
・
神

奈
川
各
県
ト
協
会
員

各
１
人
、
お
よ
び
東

ト
協
事
務
局
職
員
１

人
、
全
ト
協
事
務
局

職
員
２
人
。東
ト
協

の
講
座
受
講
に
よ
り

認
定
さ
れ
た
物
流
経

　

修
了
生
は
次
の
通
り（
敬

称
略
、カ
ッ
コ
内
・
会
社
名
）。

　

牛
奥
淳
平（
竹
内
運
輸
工

業
）▽
内
田
彗
介（
東
江
運
輸
）

▽
大
竹
篤
史（
多
摩
運
送
）▽

大
野
敦
史（
大
沢
運
送
・
埼

玉
）▽
岡
野
悟
史（
常
南
通
運

・
千
葉
）▽
小
髙
英
暁（
大
沢

運
送
・
埼
玉
）
▽
加
藤
進
司

（
板
橋
商
事
）
▽
加
藤
史
絵

（
全
ト
協
）▽
鎌
田
満（
宮
島

運
輸
・
神
奈
川
）
▽
鴨
山
周

三（
大
剛
運
輸
）▽
小
峯
洋
二

（
ケ
ー
ズ
ラ
イ
ン
）▽
佐
藤
文

平（
ト
ー
ヨ
ー
エ
キ
ス
プ
レ

ス
）
▽
佐
野
渉（
多
摩
運
送
）

▽
嶋
田
譲
治（
小
松
通
商
）▽

清
水
信
行（
都
流
通
商
会
）▽

谷
博
司（
全
ト
協
）▽
土
屋
昌

彦（
大
賀
運
輸
）
▽
波
田
哲

哉（
千
代
田
運
輸
）▽
原
田
康

夫（
青
葉
運
輸
）▽
平
尾
尚
士

（
田
口
運
送
）
▽
宮
田
力（
東

京
共
同
ロ
ジ
テ
ム
）
▽
森
田

和
士（
東
ト
協
）
▽
森
本
信

成（
東
亜
物
流
）
▽
山
岸
和

子（
東
江
運
輸
）
▽
山
崎
和

也（
山
一
運
送
）▽
渡
邉
一
崇

（
東
京
港
運
送
）

ベ
ス
ト
ド
ラ
コ
ン
な
ど

小
委
で
審
査
・
選
考
へ

秋の交通安全運動
事故防止へ効果的に展開

運
輸
安
全
委
員
会

東  ト  協東 ト 協

物
流
経
営
士
課
程 

修
了
式

第17期

屋
外
ビ
ジ
ョ
ン
で

交
通
安
全
Ｐ
Ｒ
映
像

次
代
担
う
26
人
に
認
定
証
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12月2日（土） 12月3日（日）
①10時～11時30分 ④ 8時30分～10時
②13時～14時30分 ⑤10時30分～12時
③15時～16時30分
※申し込みは原則、時間帯別とし、①～⑤の
   いずれかの枠で。定員は各時間帯とも80人

　
東
ト
協
は
12
月
２・３
日
、

平
成
29
年
度
第
２
回
本
部
集

団
健
診（
定
期
健
康
診
断
）

を
実
施
す
る（
本
号
に
案
内

チ
ラ
シ
同
封
）。

　
対
象
は
会
員
事
業
者
に
在

籍
す
る
ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
。

受
診
申
し
込
み
は
11
月
１
日

ま
で
。
開
催
日
程
・
時
間
帯

は
、表
の
通
り
。

　
会
場
は
各
日
と
も
東
ト
総

合
会
館
７
階
大
会
議
室
。

20
日
㈬
　
11
時
＝
海
上
コ
ン

テ
ナ
専
門
部
会
役
員
会

（
日
本
コ
ン
テ
ナ
輸
送
）▼

13
時
＝
東
ト
協
ベ
ス
ト
ド

ラ
イ
バ
ー
コ
ン
テ
ス
ト

（
東
ト
総
合
会
館
）

21
日
㈭
　
14
時
＝
関
東
・
甲

信
越
重
量
部
会
、
地
方
整

備
局
と
の
意
見
交
換
会

（
関
東
地
方
整
備
局
）▼
15

時
＝
広
報
・
情
報
小
委
員

会（
東
ト
総
合
会
館
）　

17
日  

東
京
都
防
災
訓
練
等

参
加
者
説
明
会
▽
グ
リ
ー

ン
・
エ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

セ
ミ
ナ
ー（
〜
18
日
）

21
日  

九
都
県
市
合
同
防
災

訓
練
▽
事
務
局
部
長
会
▽

出
版
・
印
刷
・
製
本
・
取

次
専
門
部
会
役
員
会
▽
関

東
・
甲
信
越
重
量
部
会
正

副
部
会
長
会
議

22
日  

指
導
監
査
▽
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
に
お
け
る
生
産

性
向
上
セ
ミ
ナ
ー

23
日　

第
17
期
物
流
経
営
士

課
程
修
了
認
定
会
議
▽
ト

ラ
ッ
ク
フ
ェ
ス
タ
検
討
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

24
日  

九
都
県
市
合
同
防
災

訓
練
▽
東
京
都
・
調
布
市

合
同
防
災
訓
練
調
整
会
議

▽
食
糧
専
門
部
会
麦
・
粉

委
員
会

25
日  

関
東
圏
に
お
け
る
自

動
車
事
故
防
止
対
策
検
討

会
▽
関
ト
協
青
年
部
会
総

務
・
研
修
委
員
会
合
同
会

議
27
日  

九
都
県
市
合
同
防
災

訓
練

28
日  

九
都
県
市
合
同
防
災

【
9
月
16
〜
30
日
】

　

東
ト
協
は
、10
月
に「
パ

ソ
コ
ン
セ
ミ
ナ
ー
」（
２
日

間
・
全
６
レ
ッ
ス
ン
）を
開

催
す
る
。

　
Ａ
日
程
は
10
月
17
・
18
日
、

Ｂ
日
程
は
同
19
・
20
日
に
開

催
。
時
間
は
各
日
と
も
午
前

10
時
〜
午
後
５
時（
１
レ
ッ

ス
ン
約
２
時
間
／
１
レ
ッ
ス

ン
の
み
の
受
講
も
可
能
）。

　

研
修
内
容
は
、
１
日
目
が

エ
ク
セ
ル
の
基
礎
・
活
用
講

座
、
２
日
目
が
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
講
座
な
ど
。

　

定
員
は
Ａ
・ 

Ｂ
日
程
と

も
各
20
人
。
受
講
料
は
３
０

０
０
円（
１
レ
ッ
ス
ン
の
み

受
講
も
同
額
）。
申
し
込
み

は
10
月
４
日
ま
で（
先
着
順
、

原
則
１
社
１
人
を
優
先
）。

「
参
加
申
込
書
」に
記
入
し
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
。

　
▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ

せ
先
＝
東
ト
協
教
育
研
修
部

（
☎
03
・
３
３
５
９・４
１
３

７
、Ｆ
Ａ
Ｘ
03
・
３
３
５
９

・
６
０
２
０
）

月
21
日
、
三
重
県
の「
鈴
鹿

サ
ー
キ
ッ
ト
」で
開
催
さ
れ
、

東
ト
協
グ
リ
ー
ン
・
エ
コ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト（
Ｇ
Ｅ
Ｐ
）チ

ー
ム
と
し
て
出
場
し
た
、
足

立
支
部
チ
ー
ム
が
一
般
の
部

で
優
勝
し
た
。

　
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
運
転
ス

キ
ル
を
競
う
も
の
で
、
今
大

会
に
は
一
般
・
学
生
を
合
わ

せ
て
60
チ
ー
ム
が
出
場
。

　

東
ト
協
で
は
、
Ｇ
Ｅ
Ｐ
に

参
加
し
、
か
つ
東
京
都「
貨

物
輸
送
評
価
制
度
」
の
評
価

事
業
者
を
対
象
に
参
加
チ
ー

ム
を
募
り
、「
Ｇ
Ｅ
Ｐ
」の
統

一
名
称
を
冠
し
た
６
チ
ー
ム

が
出
場
。
佐
久
間
恒
好
副
会

長（
環
境
委
員
長
）が
総
監

督
を
務
め
た
。

　

競
技
の
結
果
、
副
会
長
の

「
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ　
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ

賞
」
が
新
設
さ
れ
、
足
立
支

部
チ
ー
ム
の
宣
言「
人
も
車

も
ト
ラ
ッ
ク
も　
す
べ
て
の

道
は
夢
の
未
来
へ　
エ
コ
ド

ラ
イ
ブ
」が
受
賞
し
た
。

　

競
技
終
了
後
、
東
ト
協
主

催
で
参
加
者
懇
親
会
を
開
催

し
、
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
に
取
り

組
む
業
界
を
学
生
た
ち
に
ア

ピ
ー
ル
し
た
。

　
全
日
本
学

生
自
動
車
連

盟
主
催
の「
全

日
本
エ
コ
ド

ラ
イ
ブ
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
シ

ッ
プ
２
０
１

７
」（
環
境
省

共
催
）が
８

【
8
月
16
〜
31
日
】

訓
練
▽
事
務
局
部
長
会

29
日  

緊
急
輸
送
シ
ス
テ
ム

検
討
委
員
会

30
日  

東
京
都
防
災
訓
練
等

参
加
者
説
明
会
▽
組
織
整

備
特
別
委
員
会

 

受
診
費
用
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
要
件
に
よ
り
１
人

１
０
０
０
円
助
成
す
る
。

　

受
診
申
し
込
み
は
、「
定

期
健
康
診
断
受
診
申
込
書

（
本
部
健
診
用
）」
に
記
入
の

上
、Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
す
る
。

　
▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ

せ
先
＝
東
ト
協
運
行
管
理
部

業
務
課（
☎
03・
３
３
５
９・

６
２
５
７
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
03
・
３

３
５
９・４
９
８
３
）

藤
倉
泰
徳
氏
と
足
立
支

部
長
の
吉
本
商
一
氏
に

よ
る
、
足
立
支
部
チ
ー

ム
が
一
般
の
部
で
優

勝
。
総
合
で
も
、
慶
應

義
塾
大
学
チ
ー
ム
に
次

ぐ
準
優
勝
を
果
た
し
、

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
を
推
進

す
る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業

界
の
運
転
ス
キ
ル
の
高

さ
を
示
し
た
。

　

ま
た
今
回
か
ら
、
優

れ
た
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
宣

言
に
贈
ら
れ
る
環
境
省

　

石
川
　
博
久
氏（
ハ
イ
・

ケ
イ
チ
ク
取
締
役
・
江
戸
川

支
部
）８
月
31
日
、
大
腸
ガ

ン
の
た
め
死
去
。
73
歳
。
通

夜
は
９
月
２
日
、
告
別
式
は

翌
３
日
に
そ
れ
ぞ
れ
江
戸
川

区
南
小
岩
の
宮
崎
会
館
で
。

喪
主
は
妻
、惠
子
氏
。

　
東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

９
月
３
日
、平
成
29
年
度「
東

京
都
・
調
布
市
合
同
総
合
防

災
訓
練
」
に
参
加
し
、
救
援

物
資
輸
送
訓
練
な
ど
を
実
施

し
た
。
多
摩
直
下
を
震
源
と

す
る
強
い
地
震
が
発
生
し
た

と
の
想
定
で
行
わ
れ
、
東
ト

協
は
多
摩
支
部
の
ト
ラ
ッ
ク

13
台
と
協
会
車
３
台
、
お
よ

び
人
員
31
人
を
動
員
し
、
訓

練
を
行
っ
た
。

　

同
日
は
ま
ず
、
立
川
警
察

署
で
緊
急
通
行
車
両
証
の
発

行
を
受
け
、
都
救
助
物
資
備

蓄
倉
庫（
多
摩
広
域
防
災
倉

庫
）か
ら
、
調
布
市
救
援
物

資
集
積
所（
Ｎ
Ｔ

Ｔ
中
央
研
修
セ
ン

タ
に
設
置
）に
緊

急
輸
送
。

　

あ
わ
せ
て
、
九

都
県
市
か
ら
同
倉

庫
に
輸
送
さ
れ
た

救
援
物
資
や
、
調

布
飛
行
場
に
空
輸

さ
れ
た
物
資
を
調

布
市
の
集
積
所
に

輸
送
し
、
引
き
渡

す
訓
練
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
物
資
集

積
所
に
緊
急
輸
送

現
地
本
部
を
設
置

さ
ら
に
、
多
摩
支
部
が
調
布

市
の
要
請
を
受
け
、
避
難
所

（
京
王
閣
に
設
置
）に
緊
急

配
送
す
る
訓
練
も
実
施
し
た
。

　

な
お
、
同
日
は
緊
急
輸
送

シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
長
の
岸

澤
武
春
副
会
長
を
は
じ
め
、

多
摩
支
部
の
竹
内
政
司
支
部

長
ら
が
訓
練
を
視
察
し
た
。

　

加
え
て
、
首
都
地
域
の
直

下
型
地
震
を
想
定
し
た
九
都

県
市
合
同
防
災
訓
練
に
参

　
訓
練
は
８
月
21
日
か
ら
同

日
ま
で
順
次
行
わ
れ
、
東
ト

協
災
害
救
助
物
資
備
蓄
倉
庫

（
葛
西
備
蓄
倉
庫
）や
多
摩

広
域
防
災
倉
庫
か
ら
、７
県

市
の
各
訓
練
会
場
に
救
援
物

資
を
輸
送
し
た
。

加
。
江
戸
川
・

多
摩
支
部
の
ト

ラ
ッ
ク
合
計
14

台
と
協
会
車
１

台
、
人
員
延
べ

29
人
を
動
員
し
、

広
域
応
援
訓
練

を
行
っ
た
。

し
、
輸
送
隊
と
の
通
信
・
物

資
受
け
入
れ
に
対
応
す
る
訓

練
や
、
緊
急
輸
送
車
両
へ
の

燃
料
給
油
訓
練
を
行
っ
た
。 九

都
県
市
広
域
応
援
訓
練
も

足立支部チーム
一般の部で優勝

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
シ
ッ
プ

本部
集団健診

29年度 第 2 回

12月2、3日実施
申し込み 11月１日まで

東
ト
協

10月開催

パ
ソ
コ
ン

セ
ミ
ナ
ー

東京都・調布市合同

総合防災訓練に参加
29年度 東 ト 協

通行証発行や
給油訓練

ト
ラ
ッ
ク
13
台
が
出
動

迅
速
に
救
援
物
資
輸
送

東 

ト 

協

ＧＥＰ参加６チームが出場

緊急通行車両証の発行手続き

緊急輸送車が隊列を組み、救援物資を輸送

訓練後、岸澤
副会長が講評

救援物資を集積所に搬入
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後
を
通
じ
て
の
長
い
年
月

の
間
、
免
許
事
業
と
し
て

営
ま
れ
て
き
た
が
、
ち
ょ

う
ど
昭
和
時
代
を
も
っ

て
、
免
許
制
度
が
終
わ
っ

た
。事
業
規
制
が
緩
和
さ

れ
た
の
で
あ
る
◆
今
さ

ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

だ
が
、
新
規
事
業
者
の
参

入
に
よ
る
、
あ
ら
ゆ
る
面

で
の
秩
序
破
壊
の
心
配
か

ら
、既
存
事
業
者
は
規
制

緩
和
に
は
反
対
の
立
場
に

あ
っ
た
。
昭
和
時
代
の
業

界
は
規
制
緩
和
政
策
に
対

し
、
抵
抗
し
た
の
で
あ
る

◆
し
か
し
平
成
時
代
の
始

ま
り
と
と
も
に
、
免
許
制

は
許
可
制
に
代
わ
り
、
事

業
規
制
が
大
幅
に
緩
和
さ

れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
時
代

の
変
化
に
伴
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
昨
今
は
少
子
高
齢

化
が
社
会
問
題
と
な
り
、

過
疎
化
現
象
も
加
わ
っ

て
、
自
動
車
輸
送
分
野
の

物
流
の
円
滑
な
維
持
が
危

惧
さ
れ
て
き
た
◆
現
在
の

話
題
は
物
流
効
率
化
の
観

点
か
ら
、「
貨
客
混
載
」な

ど
の
現
象
も
容
認
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で

至
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ト
ラ
ッ
ク
が
旅
客
を
乗
せ

た
り
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー

が
貨
物
を
運
ん
だ
り
す
る

こ
と
で
あ
る
。
も
う
、
そ

う
で
も
し
な
い
と
済
ま
な

い
事
態
が
到
来
し
て
い

る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、

規
制
緩
和
も
極
ま
っ
て
き

た
こ
と
に
な
る
。

　
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
は
、
免

許
制
度
の
も
と

で
生
ま
れ
育
っ

た
。
戦
前
・
戦
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まちかど写真家 筑峯  総太

　
東
京
メ
ト
ロ
東
西
線
の
門
前

仲
町
で
降
り
、
永
代
通
り
に
面

し
た
一
角
に
、
佐
久
間
象
山
が

西
洋
砲
術
塾
を
開
い
た
信
州

松
代
藩
の
下
屋
敷
が
あ
っ
た
。

同
氏
は
松
本
藩
士
で
、
幕
末
の

兵
学
者
、思
想
家
と
し
て
も
著

名
で
あ
る
。

　「物流」発展ゆかりの地
　
１
８
３
３（
天
保
４
）年
に

江
戸
へ
出
て
、
佐
藤
一
斎
に

朱
子
学
を
学
び
、
藩
主
の
真

田
幸
貫
よ
り
海
外
調
査
を
命

じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
ア
ヘ

ン
戦
争
の
影
響
で
海
防
に
取

り
組
み
、
江
川
太
郎
左
衛
門

に
入
門
し
、
西
洋
砲
術
を
学

ん
だ
。

　
１
８
５
０（
嘉
永
３
）年
、諸

藩
の
藩
士
ら
に
西
洋
砲
術
を

教
え
た
の
が
、
こ
の
地
で
あ
っ

た
。
勝
海
舟
も
入
門
し
た
と
さ

れ
る
。

　

一
方
、隣
に
位
置
す
る
エ
リ

ア
に
目
を
転
じ
る
と
、
近
代
経

済
の
実
業
界
の
指
導
者
、澁
澤

榮
一
の
住
ま
い
が
あ
っ
た
。

　
同
氏
は
埼
玉
県
深
谷
市
の
生

ま
れ
で
、
25
歳
で
一
橋
家
に
仕

え
た
。
幕
臣
と
し
て
渡
欧
し
、

帰
国
後
、
明
治
政
府
の
下
で
大

蔵
省
に
出
仕
し
た
が
、
１
８
７

３（
明
治
６
）
年
に
実
業
界
に

転
じ
、わ
が
国
最
初
の
第
一
国

立
銀
行
を
創
設
し
た
。

　
あ
わ
せ
て
、１
８
８
９（
明
治

22
）
年
か
ら
15
年
に
わ
た
り
、

深
川
区
議
会
議
員
お
よ
び
区
議

会
議
長
を
務
め
、同
区
の
発
展

に
尽
力
し
た
。
さ
ら
に
紡
績
・

化
学
・
製
紙
・
造
船
・
鉄
道
車

両
・
ガ
ス
・
電
力
な
ど
の
企
業

を
次
々
に
設
立
し
、
引
退
す
る

ま
で
に
５
０
０
余
社
の
設
立
に

関
与
し
た
と
言
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
早
く
か
ら
物
流
の
必

要
性
を
認
識
し
、
こ
の
地
は
同

氏
の
住
ま
い
だ
け
で
は
な
く
、

１
８
９
７（
明
治
30
）
年
に
澁

澤
倉
庫
部（
現
・
澁
澤
倉
庫
）

を
創
業
し
た
、
物
流
ゆ
か
り
の

地
で
も
あ
る（
写
真
）。

　
同
氏
の
物
流
に
対
す
る
先
見

か
ら
、今
年
で
創
業
１
２
０
周

年
。
経
済
成
長
と
と
も
に
発
展

し
て
き
た
物
流
の
歩
み
に
思
い

を
馳
せ
な
が
ら
、
門
前
仲
町
エ

リ
ア
を
散
策
し
て
み
る
の
も
い

い
。

オリンパスOM-D E-M1 MarkⅡ 　M.zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6

　

９
月
最
初
の
月
曜
日
、
フ
ォ

ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
審
査
会
に
出

席
し
ま
し
た
。公
益
財
団
法
人・

仏
教
伝
道
協
会
の「
２
０
１
９

年
一
日
一
訓
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を

飾
る
写
真
の
審
査
で
す
。

　
１
７
４
０
枚
の
応
募
の
中
か

ら
、
第
１
次
審
査
を
通
過
し
た

３
８
５
枚
の
写
真
が
大
会
議
室

に
机
を
連
ね
て
並
べ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、
１
か

月
毎
日
の
31
枚
と
表
紙
、
計
32

枚
を
選
ぶ
わ
け
で
す
。

　
写
真
は
32
に
区
分
け
さ
れ
て

い
て
、
表
紙
を
除
き
、
そ
れ
ぞ

れ
に
31
の
文
言
が
添
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
実
は
、
審
査
員
と
し

て
は
こ
の
文
言
が
大
問
題
な
の

で
す
。

　
日
本
で
も
世
界
で
も
フ
ォ
ト

コ
ン
テ
ス
ト
は
盛
ん
で
す
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
題
材
主
義

で
、
富
士
山
の
風
景
と
か
ト
ン

ボ
の
写
真
、
猫
の
写
真
、
親
子

の
写
真
。

　
そ
の
写
り
の
良
さ
を
選
ぶ
の

が
普
通
で
す
が
、
こ
の
コ
ン
テ

ス
ト
は
、は
じ
め

に
示
さ
れ
て
い

る
言
葉
を
発
想

の
根
本
と
し
て

イ
メ
ー
ジ
を
膨

ら
ま
せ
て
撮
る

写
真
を
選
ぶ
と
い
う
、ほ
か
に
例

の
な
い
コ
ン
テ
ス
ト
な
の
で
す
。

　
し
か
も
、そ
の
文
言
は
、

「
笑
う
顔
に
は
福
来
た
る
」

と
か
、「
商
売
と
屏
風
は

広
げ
る
と
倒
れ
る
」
な
ど

と
い
う
処
世
術
の
警
句
カ

レ
ン
ダ
ー
と
は
、
短
冊
型

の
形
は
似
て
ま
す
が
、
全

く
違
う
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
毎
月
１
日
の

言
葉
は
、《
心
を
制
す
る
こ

と
は
楽
し
い
》で
す
。

　
　

何
か
嬉
し
い
こ
と
が

あ
っ
た
時
、
は
や
る
心

を
抑
え
て
過
ご
す
ひ
と

時
は
確
か
に
楽
し
い
、

と
思
い
な
が
ら
解
説

書
を
読
む
と
、
シ
ャ
カ

が
出
家
し
て
、
南
に
向

か
っ
た
時
の
こ
と
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　

マ
ガ
ダ
国
の
王
・
ビ

ン
ビ
サ
ー
ラ
が「
自
分

の
家
臣
に
な
ら
な
い

か
、
大
臣
に
し
て
領
地

も
与
え
よ
う
」
と
申
し

出
ま
し
た
が
、
シ
ャ
カ

は
、「
地
位
や
財
産
を

求
め
る
生
き
方
こ
そ
憂

い
の
元
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
出
家
し
た
の
で
す
が
、い

ま
は
欲
望
の
心
を
抑
え
る
道
を

行
く
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
」

と
言
わ
れ
た
、そ
の
文
言
で
し
た

〈
出
典「
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ

ル
ガ
」、中
村
元
訳『
ブ
ッ

ダ
の
こ
と
ば
』（
岩
波
文

庫
）よ
り
〉。

　

自
分
の
解
釈
の
浅
は

か
さ
を
知
る
ば
か
り
。

応
募
さ
れ
た
方
は
ど
の

よ
う
に
解
釈
し
、
ど
の
よ

う
に
イ
メ
ー
ジ
を
作
ら
れ

た
の
か
、
審
査
さ
れ
て
い

る
の
は
審
査
員
の
方
で
は

な
い
か
？  

　
《
た
い
ま
つ
を
放
さ
な

い
人
の
手
を 

た
い
ま
つ
が

焼
く
》。

　
こ
れ
を
読
ん
で
ま
ず
頭

に
浮
か
ぶ
の
は
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
聖
火
リ
レ
ー
で

す
ね
。

　

次
に
、
た
い
ま
つ
を
掲

げ
先
頭
に
立
っ
て
活
動
し
、成
功

を
収
め
た
者
が
い
つ
ま
で
も
そ
の

栄
誉
を
放
さ
な
い
で
い
る
と
、自

身
が
や
け
ど
を
負
う
。
そ
う
い
う

こ
と
か
、な
る
ほ
ど
…
。

　

自
分
の
解
釈
に
納
得
し
な
が

ら
解
説
を
見
る
と
、
…
違
う
ん
で

す
ね
。
そ
こ
に
は
…
。

　

シ
ャ
カ
が
、象
頭
山
の
頂
上
で

弟
子
た
ち
に
説
い
た
話
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
す
べ
て
が
燃
え
て
い
る
。
そ

れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
人
々

の
眼
は
燃
え
て
い
る
。
耳
も
燃
え

て
い
る
。鼻
も
、舌
も
、身
も
、意

（
心
）も
燃
え
て
い
る
。
そ
の
対

象
に
向
か
っ
て
、貪
欲
の
炎
を
上

げ
て
燃
え
て
い
る
。
怒
り
と
憎
し

み
に
燃
え
、愚
痴
の
炎
を
上
げ
て

い
る
」〈
増
谷
文
雄
訳『
こ
の
人
を

見
よ
』（
現
代
教
養
文
庫
・
社
会

思
想
社
）よ
り
抜
粋
〉。

　

シ
ャ
カ
は
、
人
間
の
持
っ
て

い
る
感
覚
器
官
で
あ
る
、
眼（
視

覚
）・
耳（
聴
覚
）・
鼻（
臭
覚
）・

舌（
味
覚
）・
身（
触
覚
）・
意（
心
）

の
６
つ
を
あ
げ
、そ
れ
ら
す
べ
て

の
認
識
作
用
の
根
本
に
う
ご
め

い
て
い
る
の
が
、
燃
え
さ
か
る

煩
悩
で
あ
る
、と
説
い
た
の
だ

そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、
貪
欲
と
瞋
恚（
し

ん
に
＝
怒
り
と
憎
し
み
）、
愚

痴
を
三
毒
の
煩
悩
と
し
、
炎
に

例
え
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

振
り
返
っ
て
現
代
の
様
相

は
、強
欲
な
資
本
の
も
と
で
不

正
が
ま
か
り
通
り
、
政
治
は
腐

敗
、社
会
に
は
不
満
が
積
も
り
、

風
紀
は
乱
れ
、不
倫
が
流
行
し
、

ま
る
で
神
が
火
と
硫
黄
を
降

ら
せ
て
滅
ぼ
し
た
、
ソ
ド
ム
と

ゴ
モ
ラ
の
よ
う
で
す
。

　

昨
年
審
査
し
た
２
０
１
８

年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、東
京
築

地
本
願
寺
と
宇
治
の
平
等
院

で
の
展
示
発
表
会
を
経
て
、印

刷
見
本
も
で
き
て
い
ま
す（
１

部
２
０
０
円
プ
ラ
ス
税
で
、
ど

な
た
で
も
申
し
込
む
こ
と
が
で

き
る
そ
う
で
す
）。

　

毎
朝
カ
レ
ン
ダ
ー
を
め
く

り
、
仏
教
の
言
葉
の
鋭
さ
と
深

さ
に
、
驚
き
と
反
省
が
入
り
混

じ
る
審
査
員
長
で
す
。

たい
まつを

放さない

　
し
か
も
、そ
の
文
言
は
、

「
笑
う
顔
に
は
福
来
た
る
」

と
か
、「
商
売
と
屏
風
は

広
げ
る
と
倒
れ
る
」
な
ど

まままつつ人の手を たいまつが焼く
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